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○ 小田原市情報公開条例（抜粋） 
平成 14年 12月 25日 

条例第 32号 

 

小田原市情報公開条例 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重して、公文書の公

開を請求する権利及び総合的な情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、実施機

関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うさ

れるようにするとともに、市民と情報を共有し、市政への市民参加を促進することで、市

民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる機関等をいう。 

(１) 議会 

(２) 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、

公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会 

(３) 小田原市土地開発公社 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員（小田原市土地開発公社にあっては、

役員を含む。以下同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた

記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

(１) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的

として発行されるもの 

(２) 図書館その他の市の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の

資料として特別の管理がされているもの 

(３) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、市

長（議会にあっては議長、小田原市土地開発公社にあっては理事長）が定めるもの 

（この条例の解釈及び運用） 

資料４
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第３条 この条例における解釈及び運用の基本原則は、次のとおりとする。 

(１) 市の保有する情報の公開を請求する市民の権利が十分に尊重されるようにするこ

と。 

(２) 他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされることがないように

最大限の配慮をすること。 

(３) 市の保有する情報は、公開を原則とし、非公開とすることができる情報は、必要最

小限にとどめること。 

(４) 市の保有する情報は、積極的に提供するよう努めること。 

(５) 市民にとってわかりやすく、利用しやすい制度とすること。 

２ 小田原市土地開発公社に係る前項の規定の適用については、同項中「市の」とあるのは、

「小田原市土地開発公社の」とする。 
                ・ 
                ・ 
                ・ 
                ・ 
                ・ 
                ・ 
第４章 会議の公開 

第 24条 地方自治法第 138条の４第３項の規定に基づき設置する附属機関及びこれに準ず

るもの（以下「審議会等」という。）の会議は、公開する。ただし、次の各号に掲げる場

合は、この限りでない。 

(１) 他の法令等により特別の定めがあるとき。 

(２) 非公開情報について審議、審査、調査等をするとき。 

(３) 公開することにより公正又は円滑な運営が著しく阻害されると認められる場合で、

審議会等が全部又は一部を公開しないこととしたとき。 
                ・ 
                ・ 
                ・ 
                ・ 
                ・ 
                ・ 
   附 則 

1 この条例は、平成 15年 4月 1日から施行する。 
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○小田原市審議会等の会議の公開に関する要綱 
 

（平成１５年３月２０日） 

 

小田原市審議会等の会議の公開に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小田原市情報公開条例（平成１４年小田原市条例第３２号。以下

「条例」という。）第２４条の規定に基づく審議会等の会議の公開に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（会議の公開の可否等） 

第２条 審議会等は、会議を開催する場合は、あらかじめ当該会議の公開の可否につい

て、決定しておかなければならない。ただし、公開を決定した会議の開催中において、

当該会議を公開しないこととするべき事由が生じたときは、当該審議会等の定めると

ころにより、当該会議を公開しないことができる。 

２ 審議会等は、当該審議会等の会議の全部又は一部を公開しない場合は、その理由を

明らかにしなければならない。  

（会議開催の事前公表） 

第３条 審議会等は、会議を開催する１週間前までに、審議会等の会議開催のお知らせ

（様式第１号）を行政情報センターに備え置き、閲覧に供するとともに、その内容を

本市のホームページに掲載するものとする。ただし、緊急に審議会等の会議を開催す

る必要が生じたときは、この限りでない。 

２ 審議会等は、会議を開催する場合は、事前に会議名、開催日時、担当室課名その他

の必要な事項を広報おだわらに掲載し、会議開催の周知に努めるものとする。ただし、

緊急に審議会等の会議を開催する必要が生じたときは、この限りでない。 

（会議の傍聴等） 

第４条 審議会等の会議の公開は、当該会議の傍聴を希望する者にその傍聴を認めるこ

とにより行うものとする。 

２ 前項の場合において、審議会等は、傍聴を認める者（以下「傍聴者」という。）の定

員を決めることができる。 

３ 前項の規定により、傍聴者の定員を決めた会議において、傍聴を希望する者が定員
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を超えるときは、先着順により傍聴者を決するものとする。ただし、審議会等が必要

と認めるときは、抽選その他の方法によることができる。 

４ 審議会等は、会議の公開に当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴

に係る手続、遵守事項等を定め、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努め

るものとする。 

（会議資料の提供） 

第５条 審議会等の会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会議資料（条例第

８条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。）を配布するもの

とする。 

２ 前項の場合において、図面、地図、写真、報告書又は大量な会議資料その他の配布

することが困難である会議資料については、当該会議が終了するまでの間、当該会議

を行う場所に備え置き、傍聴者の閲覧に供することにより行うことができるものとす

る。 

（会議録等の公開） 

第６条 審議会等は、会議の終了後、速やかに、当該会議に係る審議会等の会議開催状

況報告書（様式第２号。この条において「報告書」という。）及び会議録を作成し、

報告書にあっては、前条第１項の会議資料を添えて、会議録にあっては、その写し（会

議を公開しないこととした場合及び条例第８条各号のいずれかに該当する情報が記

録されている部分を除く。）を総務部行政総務課に提出しなければならない。  

２ 前項の規定により提出された書類は、当該会議を開催した日の属する年度の翌年度

の末日まで、行政情報センターに備え置き、閲覧に供するものとする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、審議会等の会議の公開等に関し必要な事項は、

審議会等が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月１日） 

この要綱は、平成１６年３月１日から施行する。 
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     ○小田原市総合計画審議会傍聴要領 
      （平成１６年８月３１日）     

 

   小田原市総合計画審議会傍聴要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、小田原市総合計画審議会（以下「総合計画審議会」という。）の

傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （傍聴の手続） 

第２条 総合計画審議会を傍聴しようとする者は、自己の氏名等を総合計画審議会傍聴

受付個票に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。 

 （傍聴の制限） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

 (1) 凶器その他危険のおそれのある物品を携帯している者 

 (2) 酒気を帯びていると認められる者 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、会議の進行を妨げるおそれがあると認められる者 

 （禁止行為） 

第４条 傍聴する者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 会議会場において、傍聴席以外の場所に立ち入ること。 

(2) 会議会場において、みだりに席を離れること。 

(3) 会議会場において、私語、談笑その他騒がしい行為をすること。 

(4) 会議会場において、会議の言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明する

こと。 

(5) 会議会場において、飲食又は喫煙をすること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。 

 （撮影、録音等の禁止） 

第５条 傍聴する者は、会議会場において、撮影、録音その他これらに類する行為をし

てはならない。ただし、総合計画審議会の許可を得た者は、この限りでない。 

 （退場） 

第６条 傍聴する者が、前２条の規定に違反するときは、総合計画審議会の長はこれを

制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。 
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２ 傍聴する者は、公開の会議中において、総合計画審議会が会議の全部又は一部を公

開しないこととしたときは、速やかに退場しなければならない。 

 （委任） 

第７条 この要領に定めるもののほか、総合計画審議会の傍聴に関し必要な事項は、総

合計画審議会の長が総合計画審議会に諮って定める。 

   附 則 

 この要領は、平成１６年８月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年６月２２日から施行する。 
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